
確認欄

1 賃金規定等改定日 賃金規定等改定日（賃金規定等の増額を適用した日）がキャリアアップ計画期間内か

2 申請期間 賃金規定等の改定後６か月分の賃金支払日翌日から２か月以内か

1
キャリアアップ助成金支給申請書

（様式第３号）
記入漏れがなく、記載事項が適切か

2
賃金規定等改定コース内訳

（様式第３号・別添様式３）
記入漏れがなく、記載事項が適切か

3
支給要件確認申立書

（共通要領様式第１号）

記入漏れがなく、記載事項が適切か（問４～１６について「いいえ」がある場合、助

成金の支給を受けることはできません）

記入漏れがなく、記載事項が適切か

通帳の写し等支払い口座番号が確認できる書類も添付しているか

1

管轄労働局長に受理されたキャリアアップ計画書

（写）

（変更届を提出している場合、当該変更届を含

む。）

賃金規定等改定日（賃金規定等の増額を適用した日）の前日までに受理されているか

就業規則に労働基準監督署の受理印があるか

労働者が10人未満の場合、労働者代表と事業主の氏名等を記載した申立書があるか

賃金規定等を別途作成している場合、当該賃金規定等が提出されているか

改定前後で３％以上基本給が増額しているか

有期雇用労働者等であるか

賃金の増額改定が確認できるか

4
対象労働者の改定前後の

賃金台帳等（写）

改定前３か月、改定後６か月分があるか

（改定後について勤務した日数が11日以上の月が６か月に達するまでの月分）

 対象労働者の改定前後の出勤簿

またはタイムカード等（写）

４の賃金台帳等にて、出勤日数および労働時間数が確認できない場合に限り、賃金台

帳等と同様の期間にかかる分を提出

5 賃金台帳等に関する確認書
適用後6ヶ月分の賃金が支給されていることについて、事業主が対象労働者全員へ確

認しているか

1 委任状 委任状（原本）が添付されているか

1 事業所確認票（様式第４号） 中小企業事業主であることが確認できるか

2

改定前後の

就業規則または労働協約等（写）

（改定ではなく、新たに賃金規定等を整備してい

る場合、増額改定前の賃金規定等は添付不要）

 対象労働者の改定前後の雇用契約書

または労働条件通知書等（写）
3

代理人の場合

中小企業事業主の場合（常時雇用する労働者の数で中小企業事業主であることを証明する場合）

２　キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）　支給申請チェックリスト

（令和７年４月１日以降に取組を行った場合はこのリストを使用してください。）

➀申請期間              主な確認事項

②申請書類              主な確認事項

③添付書類              主な確認事項

支払方法・受取人住所届

※未登録または振り込み口座変更の場合に限る
4



要素別点数法による職務評価の結果が確認できるか

＜書類例＞

・職務（役割）評価表

・評価の対象となった労働者（正規雇用労働者を含む）の評価結果を記載した一覧表

等

単純比較法による職務評価の結果が確認できるか

＜書類例＞

・職務説明書（職務記述書）

・全体評価の定義書、職務比較表、評価の対象となった労働者（正規雇用労働者を含

む）の評価結果を記載した一覧表等

要素比較法による職務評価の結果が確認できるか

＜書類例＞

・評価項目ごとの職務レベル定義書

・評価の対象となった労働者（正規雇用労働者を含む）の評価結果を記載した一覧表

等

分類法による職務評価の結果が確認できるか

＜書類例＞

・職務説明書（職務記述書）

・職務レベル定義書、評価の対象となった労働者（正規雇用労働者を含む）の評価結

果を記載した一覧表等

職務評価結果を踏まえて、賃金テーブルを改定したことが確認できるか

＜書類例＞

・職務評価の結果と改定後の賃金規定等の等級（ランク）との対応関係がわかる資料

等

1
有期雇用労働者等に係る昇給制度を新たに規定す

る前後の就業規則
有期雇用労働者等に係る昇給制度を新たに規定していることが確認できるか

有期雇用労働者等に係る昇給制度を新たに規定した場合

(注)上記の他、労働局が必要と認める書類の提出を求めることがあります。主な確認事項以外にも、要件達成を確認する事項がありますのでご注意ください。

賃金規定等を改定したことがわかる書類2

1

職務評価を実施したことがわかる書類（写）

※職務評価の手法は「要素別点数法」「単純比較

法」「要素比較法」「分類法」のいずれの手法を

用いても構わない

※正規雇用労働者の職務評価も必要

職務評価を実施した場合


